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第１章   総 則 

第１条   本連盟を、長野県吹奏楽連盟（以下「本連盟」）と称する。 

第２条   本連盟に、事務局を置く。事務局の所在地は理事長がこれを定める。 

 

第２章   目的及び事業 

第３条   本連盟は、長野県の音楽文化向上に資するため、吹奏楽の普及発達を図ることを目的とする。 

第４条   本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１． 演奏会等の主催または援助  

２． 講習会・研究会の主催または援助  

３． 各種吹奏楽団体との連絡提携 

４． その他目的の範囲内において適当と認めた事業  

 

第３章   会員及び組織 

第５条   本連盟の会員は、長野県内の小学校、中学校、高等学校、大学、職場、一般の吹奏楽団体（１

団体を１会員とする）及び音楽有識者とし、入会及び退会は書面により届け出、理事会の承認

を得なければならない。本連盟の趣旨に沿わないものは、理事会の決議により適当な処置を講

ずることがある。 

第６条 本連盟に次の部門吹奏楽連盟（以下「各部門」）を置く。 

１．長野県小学校吹奏楽連盟 

２．長野県中学校吹奏楽連盟 

３．長野県高等学校吹奏楽連盟 

４．長野県大学職場一般吹奏楽連盟 

５．長野県マーチングバンド連盟（含長野県マーチングバンド・バトントワーリング協会） 

 

第４章   役 員 

第７条 本連盟に、次の役員を置く。 

１．理事長、副理事長、理事、事務局長、主任事務局次長、事務局次長、会計長,監査員 

第８条    役員は、次により選出し、総会において承認を受ける。 

１．理事長は、理事会の推戴を受けた有識者とする。  

２．副理事長は、各部門の理事長をもってこれに充てる。 

 ３．理事は、各部門の副理事長各１名とし、各部門でこれを選出する。 

         ４. 事務局長及び会計長は理事長がこれを委嘱する。 

５． 事務局次長は、各部門事務局長をもってこれに充てる。 

６． 主任事務局次長は、事務局次長から理事長がこれを任命する。  

７． 理事長が必要と認めた場合、各部門選出の事務局次長とは別に、理事長が適当と判断し

た有識者に対し事務局次長を委嘱することができる。 

８． 監査員は、理事会がこれを選出する。 

  ９．第９条—２、及び７に定めた以外の東海吹奏楽連盟常任理事及び理事の選出は、理事会

がこれを行う。 

第９条    役員の任務は、次の通りとする。 

１．理事長は、本連盟を代表し、会務を統括する。  

２．副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。  

３．理事は、本連盟の運営について審議し決議する。  

４．事務局長、主任事務局次長、事務局次長、会計長は、総会・理事会の決議及び理事長

の指示する業務を掌る。 



５．監査員は、会計を監査する。 

第１０条  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。補欠または増員されて選出された役員の任期は、前

任者または現任者の残任期間とする。なおその任期満了後においても、後任者が就任するまで

はその任務を行う。 

 

第５章    会長・顧問・参与及び名誉会員 

第１１条  本連盟には、名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員を置くことができる。 

第１２条  名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員は、総会の決議により推戴する。任期は特

に定めない。 

 

第６章    会 議 

第１３条  会議は、総会、理事会及び事務局会の３種とする。 

第１４条  会議は、理事長または理事長の指名した者が議長となる。議決は、出席者の過半数の賛成によ

る。賛否同数の時は、議長の決するところによる。 

第１５条  総会は、年１回の定例会を開催し、理事長がこれを招集する。理事長は、必要に応じて臨時総

会を招集することができる。 

第１６条  以下の要件が満たされた場合、理事長は臨時総会を開催しなければならない。 

 １．会員総数の３分の１以上の会員により文書にて臨時総会開催の請求がなされた場合 

 ２．部会連盟より臨時総会開催の請求がなされ、理事会で必要と認めた場合 

第１７条  総会に付議すべき事項は、次の通りとする。 

１．予算及び決算に関する件  

２．役員の選任に関する件  

３．規約の変更に関する件 

４．その他全体の承認を必要とする件   

第１８条  理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成する。 

第１９条 理事会は、随時理事長がこれを招集する。また、理事会をもって総会に代えることができる。 

第２０条  理事会に付議すべき事項は、次の通りとする。 

 １．事業の企画・遂行に関する件  

 ２．会計上の運用・実施に関する件  

 ３．名誉会長・会長・副会長・顧問・参与及び名誉会員に関する件  

 ４．規約の改廃と原案策定、及び細則の制定と改廃  

 ５．会員に関する件 

 ６．その他必要な事項  

第２１条  事務局会は、理事長、事務局長、主任事務局次長、事務局次長、会計長をもって構成する。 

第２２条  事務局会は、随時理事長がこれを招集する。 

 

第７章    会 計 

第２３条  本連盟の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の事業収入をもってこれに当てる。 

第２４条  各部会は毎年５月末日までに、当該年度の部会構成会員名簿を事務局に提出し、その部会構成

会員数に、次に定める会費を乗じた金額を、７月末日までに事務局に納入しなければならない。

ただし、長野県マーチングバンド連盟についてはこの限りでない。 

小学校 ３,０００円  中学校 ４,０００円  高等学校 ４,５００円 

大学 ５,０００円  職場・一般 ６,０００円 

 第２５条 本連盟の会計に関する細則は、別に定める。 

第２６条   本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わるものとする。 

 

第８章    表彰等 

 第２７条 本連盟の行う表彰及び慶弔等に関する細則は、別に定める。 

 



第９章 規約等の改廃 

第２８条  本規約に必要な細則は、理事会が定める。 

第２９条  本規約の改廃は、総会の決議を要する。 

 

付 則 

 本規約は、昭和５４年４月２２日よりこれを施行する。 

 本規約は、昭和５８年４月２４日よりこれを改訂施行する。 

 本規約は、平成  ３年４月２１日よりこれを改訂施行する。 

 本規約は、平成  ８年４月２１日よりこれを改訂施行する。 

 本規約は、平成１３年４月１５日よりこれを改訂施行する。 

 本規約は、平成１６年４月２５日よりこれを改訂施行する。 

 本規約は、平成１８年４月２３日よりこれを改定施行する。 

 本規約は、平成２１年４月２６日よりこれを改定施行する。 

 本規約は、平成２２年４月２５日よりこれを改定施行する。 

 本規約は、平成２３年４月２４日よりこれを改定施行する。 

 


